
福祉避難所 設置・運営マニュアル(令和４年１２月改定)の概要 
 
１.改定理由 

令和３年５月 福祉避難所 確保・運営ガイドラインの改定（内閣府）に伴い、既存の 
「福祉避難所 設置・運営マニュアル(H25.4)」の改定を行うもの 
【ガイドラインの主な改定内容】 
・指定福祉避難所の指定及び受入対象者の公示 
・指定福祉避難所への直接避難の促進 
 

※福祉避難所 設置・運営マニュアル(令和４年１２月改定版) 
印刷用ファイルはこちら → 福井市ホームページ  福井市 福祉避難所   検索 ☜ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               ４月 福祉避難所用備蓄品 配布開始予定  

２.福祉避難所 設置・運営マニュアルの主な改定点 

福祉避難所への直接避難 

【原 則】 福祉避難所である施設等を平時に利用している要配慮者
が、施設の承諾を得て「個別避難計画」の“避難場所”欄
に、福祉避難所（福祉施設名）を記載している場合 

【その他】  被災時の状況、個別特殊事情により必要が生じた場合 

福祉避難所への移送手段 
原則、家族、地域支援者等により移送。必要に応じ、協定福祉施設 
タクシー事業者及び福井県DWAT(県災害派遣福祉チーム)へ支援を要請 

福祉避難所への人的支援 福井市介護サービス事業者連絡会、各団体へ要請 

指定一般避難所（学校等） 
の要配慮者への対応 

要配慮者スペース(体育館の一部、会議室、特別教室等)と介助者等の 
確保、避難生活環境の調整等 

福祉避難所開設日数 災害発生の日から7日間程度 

 

３.(指定)福祉避難所数 （令和４年１２月時点） 

マニュアル 改定前               マニュアル 改定後 

区 分 
（旧）協定 
 福祉避難所 

 
(旧)協定(継続) 

福祉避難所 
（新）協定 
指定福祉避難所 

計 

（１）施設数 ７８施設  ２１施設 １1３施設  １３４施設 

内訳 
高齢者施設 72施設  21施設 79施設 100施設 

障がい者施設 6施設  0施設 34施設 34施設 

（２）受入人数 約４４０人  状況により受入 約９００人 約９００人～ 

 

５.要配慮者避難フロー 

・大規模災害発生時に 

・特定した要配慮者の要請により 

・速やかに直接避難受入れ 
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支援者・家族等 
・安否確認 
・福祉避難所（施設）へ連絡 
・福祉避難所へ避難支援 

個別避難計画で特定 ○有  （指定）福祉避難所等へ直接避難 

市⇔福祉施設 受入調整 

家族・支援者等による移送 
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福祉避難所とは 
・在宅の要配慮者（高齢者、障がい者、乳幼児等）のうち、指定一般避難所での避難生活が困難で 

何らかの特別な支援が必要な人のために開設する避難所 
・「指定一般避難所」（学校、公民館等）や指定一般避難所内の「要配慮者スペース」での生活可能な 
避難者は受入対象外 

・一般避難所（要配慮者スペース含む）で避難生活が困難な場合、福祉避難所の受入対象 
・高齢者福祉施設、障がい者福祉施設等で、市と協定を締結した施設を「指定福祉避難所」として公示 
・約７日間を目安に、福祉避難所で避難生活 

○新  福祉避難所への直接避難 

・原則、平時に当該施設（福祉施設等）の利用者（要配慮者）が、施設等の承諾を得て、「個別避難計画」 
の（裏面）“避難場所”欄に、福祉施設名を記入し、市へ“届け出”している場合 

・その他、被災時の状況、個別特殊事情により必要が生じた場合 

４.福祉避難所 開設から受入まで 

問合せ：福井市 福祉部 福祉事務所 地域包括ケア推進課 20-5400  


